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2022年度版

(本社工場)

環 境 経 営レ ポ ー ト

株式会社 サンキョー

活動期間：2022年4月～2023年3月



(1)　事業者名及び代表者名

　　 株式会社 サンキョー　　代表取締役社長　鷹取 浩平

(2)　所在地

　 　①本社工場　　　〒705-0012　岡山県備前市香登本12

　 　②愛知工場　　　〒441-8074　愛知県豊橋市明海町5-13

(3)　環境保全関係の責任者(担当者)及び連絡先

管理課課長　池田 裕伯

TEL　(0869) 66-8089

FAX　(0869) 66-8683

(4)　事業内容

       住宅部材製造加工　　梱包材製造加工

(5)　事業規模

     ①本社工場　従業員数　：　36人,　敷地面積　：　57750㎡

　   ②愛知工場　従業員数　：　38人,　敷地面積　：　 9493㎡

　   ③売上高　　：22億

(6)　登録組織

組織名　　　　　　株式会社サンキョー

対象事業所　　　　本社工場

対象外　　　　　　愛知工場　　2024年４月に拡大予定

活動　　　　　　　住宅部材製造加工、梱包製造加工

       環境管理責任者　　 

事業年度　　　　　4月～翌年3月

       連絡先

1.会社概要
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(7)　実施体制
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　株式会社サンキョーは、木から始まる、木を生かす、木と生きる会社です。

工業化住宅用木部材、各種住宅用パネルなどを社会へ提供するとともに、いつも木を大切にし、

自然環境を考えながら生産活動に取り組みます。

発生する端材・不具合品の削減と、材料歩留り向上に努め、資源の有効利用に取り組みます。 

お客様に自然豊かな木製品をお届けするとともに、地球環境保全と資源の保護を経営の根幹

に置き、環境負荷低減への取り組みを継続します。

　当社は、環境関連法規を遵守するとともに、当社の環境理念に基づき、環境との共生・調和の

ために事業活動に伴う環境への負荷を削減するため、以下の環境への取組みを行います。

   ① 創意工夫による省エネルギーにより二酸化炭素排出量の削減に努めます。

   ② 廃棄ロスをなくす等、廃棄物発生を抑制しリサイクル率の向上に努めます。

   ③ 適正な利用により水使用量の削減に努めます。

   ④ 合板部材の歩留り向上に努めます。

　　　この環境経営方針は全従業員に周知します。

     制定日　2007年8月3日

     改定日　2023年6月9日

     株式会社　サンキョー

代表取締役社長　　

      【環　境  経　営　理　念】

      【行　動　指　針】

鷹取　浩平

2.環境経営方針
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単位 2016年度
2020年度
実績

2021年度
実績

2022年度
実績

kg-CO2 549,243 388,901 391,360 371,854

ｋWh 727,482 664,789 653,214 622,956

L 143 129 141 171

L 3,895 3,341 3,341 2,616

L 605 0 0 0

L 100 81 94 93
kg 588,400 542,652 535,433 495,476
kg 1,400 1,291 1,357 1,319
t 587 541 529 494
㎥ 272 260 244 232

（１）中期目標

kg-CO2 454,601

対基準

kWh 757,482 719,608 712,033 676,431 669,311

kg-CO2 443,127 420,971 416,539 395,712 391,547

対基準 △5% △6% △7% △8%

L 142 135 133 127 125

kg-CO2 330 313 310 294 291

対基準 △5% △6% △7% △8%

L 3,626 3,445 3,408 3,238 3,204

kg-CO2 9,516 9,040 8,945 8,498 8,408

対基準 △5% △6% △7% △8%

L 598 568 562 534 528

kg-CO2 1,490 1,416 1,401 1,331 1,317

対基準 △5% △6% △7% △8%

L 100 95 94 89 88

kg-CO2 300 285 282 268 265

対基準 △5% △6% △7% △8%

kg 1,430 1,359 1,344 1,277 1,264

対基準 △5% △6% △7% △8%

トン 569 540.55 534.86 508.12 502.77

対基準 △5% △6% △7% △8%

㎥ 269 256 253 240 238

　　削減 対基準 △5% △6% △7% △8%

注1） 電力の二酸化炭素排出係数は、2019年度中国電力調整後係数0.585kg-CO2/kWhを使用

　一般廃棄物

二酸化炭素排出量

　電力

　灯油

　産業廃棄物

2022年度 2023年度
2017年度
基準年度

　一般廃棄物
　　　削減

Ⅱ．廃棄物排出量

　産業廃棄物
　　　削減

　LPG

  LPG
　　使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減

廃棄物排出量

　ガソリン

　軽油

　灯油
　　使用量削減

　軽油
　　使用量削減

項　目

Ⅲ．水使用量

　電力使用量削減

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

2024年度

水使用量

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2025年度

3.主な環境負荷の実績

4.環境経営目標及びその実績
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（２）対象期間の実績
基準

目標 実績 評価

kg-CO2 454,601 431,871 371,826

対基準 ▲5％ ▲16％

kWh 757,482 719,608 622,956 ○

kg-CO2 443,127 420971 364,429

対基準 ▲5％ ▲16％

L 142 135 171 △

kg-CO2 329 313 397

対基準 ▲5％ 12%

L 3,626 3,445 2,616 ○

kg-CO2 9,355 9,040 6,749

対基準 ▲5％ ▲28％

L 598 568 0 〇

kg-CO2 1,489 1,416 0

対基準 ▲5％

L 100 95 93 〇

kg-CO2 300 285 279

対基準 ▲5％ ▲7％

kg 1,430 1,359 1,319 ○

対基準 ▲5％ ▲15％

t 569 540.55 494.00 〇

対基準 ▲5％

㎥ 269.0 256 232 ○

対基準 ▲5％ ▲14％

注)評価欄にて、○：達成、△：やや未達成、×：未達成

※化学物質の使用はありません。

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

　産業廃棄物
　　　削減

　電力使用量削減

2017年度

　灯油
　　使用量削減

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

Ⅱ．廃棄物排出量

Ⅲ．水使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減

  LPG
　　使用量削減

　軽油
　　使用量削減

　一般廃棄物
　　　削減
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◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

（目標達成）

〇

（目標達成）

・空調温度の適正化 〇
　　　（冷房20℃暖房28℃）

○
○

（目標やや未達成）

△
△
△

（目標達成）

△
○
○

（目標達成）

〇

（目標達成）
〇

○

○

〇
○
○

（目標達成）

○
○
○

・発泡スチロールの歩留り向上

薪ストーブ利用の効果が出ている。今後も一層の
積極的な取り組みを実施する。

節水意識が向上している。今後も継続して取組を
実施する。

電力不要時の負荷遮断が十分にできた。暑さグッ
ズ、制服変更等の変更で対策しているが、さらな
る対応は継続事項とする。今後も一層の積極的な
取り組みを実施する。

・清掃時・手洗い時の節水

・節水の周知徹底

（目標達成）

・効率的な移動

・分別によるリサイクルの推進

LPG使用量の削減

・節水の意識向上

ガソリン使用量の削減

一般廃棄物の削減

・分別によるリサイクルの推進

水使用量の削減

・急加速・急停車の防止

二酸化炭素排出量の削減

産業廃棄物の削減

・素材ボックスの設置

灯油使用量の削減

・室温管理（20℃を基準）

（目標達成）

・不要なアイドリングストップ

・使用湯量の節減

軽油使用量の削減

・裏紙の使用

・不要なアイドリングストップ

急加速・アイドリングストップなどが不十分。移
動箇所が増えているので効率的な移動を意識し実
行していくことを周知する。

専属のリフト作業者を決めて、効率的にできた。
今後も一層の積極的な取り組みを実施する。

ストーブの使用をゼロにできた。今後も一層の積
極的な取り組みを実施する。

分別と裏紙の使用が徹底してきた。今後も一層の
積極的な取り組みを実施する。

バイオマスでの処理が可能な廃棄物が増えた結
果。分別によるリサイクルを推進していく。

・不要照明の消灯

・効率的な移動
・急加速・急停車の防止

・使用していない設備の電源OFF

電力使用量の削減

評価結果と次年度の取組内容

・下記の通り。 ほぼすべての項目で目標達成出来た。

取り組み計画

5.環境経営活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
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法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

環境法規制等への違反は上記を除き訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。

　　我社がものづくりをする中で、環境に影響を与える主の物は使用する原材料（主に木材）、

　　生産設備稼働に必要な電力の2つが挙げられる。

　　原材料については歩留り向上や不良品の削減など、電力使用量については生産性向上や設備稼働率改善

　　などを行い、今後も継続的な活動が出来る様取り組んで行きたいと考えています。

　　太陽光発電設備を設置し、順調に発電できている。

　　今後は、製品に対する原料サイズの最適化や木端材のさらなる有効利用について取り組んでいく必要があ

フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な処理フロン排出抑制法

廃棄物処理法

指定地域内の特定施設の届出、規制基準の遵守

浄化槽法

遵守すべき要求事項

家電リサイクル法 特定家電4品目の適正な事業者（家電販売店）への引き渡し

消防法
危険物の保有量及び取り扱いの管理、木くず類の届出、消防
設備の届出・定期点検等

騒音規制法

振動規制法 指定地域内の特定施設の届出、規制基準の遵守

適用される法規制

保管基準の遵守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マニ
フェストの交付・保存・確認・交付状況等報告書の提出

浄化槽の設置の届出、保守点検、清掃、水質定期検査の実施

　　る。

6.環境関連法規等の遵守状況の評価

7.代表者による全体の評価と見直し

8.環境活動の紹介
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